
※ページ番号は、それぞれ修正後の特定個人情報保護評価書におけるものである。

１　第10回特定個人情報保護評価部会（Ｒ２．６．３０）における意見と対応状況

（１）国民健康保険に関する事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅰ　基本情報　１．

特定個人情報ファイ

ルを取り扱う事務

②事務の内容
3

　新型コロナウィル

ス感染症対策に係る

傷病手当金制度の導

入に関して、評価書

の記載内容への影響

はないのか。

　特定個人情報の提供先が増えること

はなく、また、情報連携ができる環境

が整備されているため、評価書の記載

内容への影響はない。

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

３．特定個人情報の

使用

リスク２：権限のな

い者（元職員、アク

セス権限のない職員

等）によって不正に

使用されるリスク

特定個人情報の使用

の記録

具体的な方法

47

　国保総合PCについ

てはログインした職

員等・時刻・操作内

容の記録にとどまっ

ていることについ

て、他のシステムと

のセキュリティレベ

ルの差がある理由は

どういったものか。

　千葉市に設置している国保総合PCは

国保連合会から貸与されているもの

で、ユーザID、ログイン時刻、ログア

ウト時刻の記録のみを管理している

が、国保連合会が管理する国保総合シ

ステムではユーザID、操作端末、操作

処理の内容、開始時刻、終了時刻が記

録されている。

　千葉市においては、定期的に又はセ

キュリティ上の問題が発生した際は、

国保連合会に上記の情報の提供を求め

た上で、国保総合PCの記録と実際の勤

務内容の整合性等を確認する。

【国保総合PCにおける措置】

・国保総合PCにおいてログインした職員等・時刻・操作内容が記録さ

れている。

【国保総合PCにおける措置】

・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員

等・時刻を記録している。

・情報システム管理者は定期的又はセキュリティ上の問題が発生した

際に、ログインを実施した職員・時刻・操作端末・操作内容の記録の

提供を国保連合会に求め、記録の内容と関連する状況を確認し、不正

な運用が行われていないかを監査する。

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

情報保護管理体制の

確認

48

　契約時に取り交わ

す個人情報取扱特記

事項の規定例とし

て、契約業者に対す

る報告の求め又は実

地の検査に関する記

載が加わったが、実

際にそのような対応

はしているのか。

　本件事務において実施した例はな

い。

　なお、評価書への追記については、

個人情報取扱特記事項として契約期間

中に必要に応じて報告徴収又は実地検

査ができる規定があるため、評価書に

おいてもその旨明記すべきとの考えに

よるものである。

別紙１

評価書の修正なし

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

1



Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

54

　サーバ等の電磁的

記録の消去・廃棄に

ついてどのように

行っているのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。

<その他の対策>

・サーバー、端末機器、記録媒体などの廃棄、保管移転又はリース返

却時、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとして

いる。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリ

ティ管理者の承認を得たうえで、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンターなどの

周辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、消磁・破砕・溶解・その

他の当該記憶装置又は記録媒体に記録されていたファイル及びドキュ

メントの復元が不可能となるように措置する。

・業者委託する場合は、記憶装置又は記録媒体の物理的破壊を行い、

廃棄証明書を提出させる。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

<その他の対策>

・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却

時、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとしてい

る。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリ

ティ管理者の承認を得たうえで、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンター等の周

辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委託業者が原則職員立会

いの下、消磁、破砕、溶解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録

されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となるように措

置する。立会いが困難な場合は職員が措置を行う。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

54

　特定個人情報の保

管について、遠隔地

保管データの保存期

間が短くなったのは

どういった理由によ

るものか。

　バックアップデータの保存につい

て、現行の住民情報系ホスティング

サービスでは、災害等の状況に応じて

適切に復元を行うことを目的として、

分散保存を行っている。

　従前は四半期分のバックアップデー

タを保持するため遠隔地で3週間、

データセンターで１０週保存としてい

たが、データ保全の観点からは合理的

ではなかった。

　復元の際に必要となるのは最新の

バックアップデータであることから、

災害時の被災等に備えデータが適切に

分散保存されていることを要件として

現在は運用している。

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）
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（２）後期高齢者医療事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅱ　特定個人情報

ファイルの概要

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

委託事項３

15

　区政事務センター

の事務で委託は行っ

ていないか。行って

いるのであれば、評

価書への記載の必要

はないのか。

　区役所市民総合窓口課で受け付けた

各種申請書・届出書の入力業務につい

て委託をしている。

記載なし

【委託事項3】データ入力（事務センター）

【①委託内容】

　区役所市民総合窓口課受付分各種申請・届出書入力業務

【②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲】

　特定個人情報ファイルの全体

（対象となる本人の数）10万人以上100万人未満

（対象となる本人の範囲）後期高齢者医療ファイルと同様

（その妥当性）

　法令等により職員に限定される事務以外の事務のうち、システム入

力など定型的な業務について、事務及び人的コストの合理化を進める

ため、新たに事務センターを設置し、委託により運営する。

【③委託先における取扱者数】　10人以上50人未満

【④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法】　専用線・紙

【⑤委託先名の確認方法】

　千葉市情報公開条例に基づく開示請求を行うことで確認できる。ま

た、委託先が決定した際には、入札結果として千葉市ウェブサイトに

公表する。

【⑥委託先名】　株式会社パソナ

【⑦再委託の有無】　再委託しない

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

情報保護管理体制の

確認

25
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体

制図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとす

るほか、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるとき

の契約業者に対する報告の求め又は実地の検査など、個人情報保護条

例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が

講じなければならない事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令

の罰則規定を明記した契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報ファイ

ルの閲覧・更新者の

制限

具体的な方法
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・委託先から委託元へ管理者及び情報の閲覧・更新を行う作業者を報

告させるとともに、閲覧及び更新は、委託元から許可を得るととも

に、委託元職員の立会により行う旨、委託契約書に明記している。

・情報システムの管理上、特定個人情報ファイルを直接閲覧・更新で

きないよう本番運用、開発用などシステムを分離して構築しアクセス

を制限するとともに、操作者IDをシステム単位で付与するなどの措置

を講じている。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

3



特定個人情報ファイ

ルの取扱いの記録

具体的な方法

25
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・情報システム責任者がログ記録を取得し定期的に確認を行う。特に

一定時間ログインを継続していた者について、定期的に所属課あてに

通知（または自ら確認）し、利用目的等を報告させるなど、不正な利

用の牽制を行う。

・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認する

とともに、その記録を残す。

・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとと

もに、その記録を残す。

・上記システムアクセスログ及びアプリケーションアクセスログの保

管期間は、千葉市公文書管理規則に準じ５年間保存する。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報の提供

のルール

委託先から他者への

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法

25
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

情報提供の禁止を契約書に明記するとともに、ルールの遵守状況につ

いて、委託元が必要があると認めるときは委託先に対し報告を求め、

又は実地に検査することができる旨も契約書に明記している。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報の提供

のルール

委託元と委託先間の

提供に関するルール

の内容及びの内容及

びルール遵守の確認

方法

25
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

委託先の情報管理体制を確認するとともに、個人情報の取り扱い等に

万全を期すること等について、委託先から誓約書を徴収している。ま

た、ルール遵守状況については、委託元が必要があると認めるとき

は、委託先に対し報告を求め、又は実地に検査することができる旨を

契約書に明記している。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報の消去

ルール

ルールの内容及びの

内容及びルール遵守

の確認方法
26

記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返

還するとともに、複写又は複製物については廃棄する旨を委託契約書

に明記している。また、委託先へ提供する資料については、委託元に

おいて管理簿に記録する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還されれた資

料とが一致していること、又は電子記録媒体の物理的破壊若しくは専

用ソフトによるデータの消去が行われていることを確認のうえ当該管

理簿を更新する。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

4



委託契約書中の特定

個人情報ファイルの

取扱いに関する規定

規定の内容

26
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・千葉市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等遵守

に関する事項

・秘密の保持に関する事項

・情報の適正管理に関する事項

・個人情報収集の制限に関する事項

・目的外の利用又は提供の禁止に関する事項

・個人情報が記録された資料等の複写等の禁止に関する事項

・再委託の禁止に関する事項（ただし、発注者の書面による承諾を得

た場合を除く。）

・作業場所の指定等に関する事項

・資料等の運搬にあたっての安全確保に関する事項

・契約終了後の資料等の返還等に関する事項

・事故発生時における報告等に関する事項

・個人情報の取り扱い等についての検査等の実施に関する事項

・契約の解除及び損害賠償に関する事項

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

再委託先による特定

個人情報ファイルの

適切な取扱いの確保

26
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・契約書において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負

わせてはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議した

うえ、再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が

確保できるとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを

定めている。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先

を通じて、千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認し

ている。また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先に報

告を求め又は実地に検査することができる。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

情報保護管理体制の

確認

25

　契約時に取り交わ

す個人情報取扱特記

事項の規定例とし

て、契約業者に対す

る報告の求め又は実

地の検査に関する記

載が加わったが、実

際にそのような対応

はしているのか。

　本件事務において実施した例はな

い。

　なお、評価書への追記については、

個人情報取扱特記事項として契約期間

中に必要に応じて報告徴収又は実地検

査ができる規定があるため、評価書に

おいてもその旨明記すべきとの考えに

よるものである。

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

5



Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

29

　サーバ等の電磁的

記録の消去・廃棄に

ついてどのように

行っているのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。

<福祉システムにおける措置>

・サーバー・端末機器・記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却

時、行政情報を消去する際は、情報セキュリティ責任者の承認を得た

うえ、復元不可能な状態にすることとしている。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンター等の周

辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次の通り対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、消磁・破砕・溶解・その

他の当該記憶装置又は記録媒体に記録されていたファイルおよびド

キュメントの復元が不可能となるよう措置する。

・業者委託する場合は、記憶装置又は記録媒体の物理的破壊を行い、

廃棄証明書を提出させる。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

<福祉システムにおける措置>

・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却

時、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとしてい

る。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリ

ティ管理者の承認を得たうえで、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンター等の周

辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委託業者が原則職員立会

いの下、消磁、破砕、溶解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録

されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となるように措

置する。立会いが困難な場合は職員が措置を行う。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

29

　特定個人情報の保

管について、遠隔地

保管データの保存期

間が短くなったのは

どういった理由によ

るものか。

　バックアップデータの保存につい

て、現行の住民情報系ホスティング

サービスでは、災害等の状況に応じて

適切に復元を行うことを目的として、

分散保存を行っている。

　従前は四半期分のバックアップデー

タを保持するため遠隔地で3週間、

データセンターで１０週保存としてい

たが、データ保全の観点からは合理的

ではなかった。

　復元の際に必要となるのは最新の

バックアップデータであることから、

災害時の被災等に備えデータが適切に

分散保存されていることを要件として

現在は運用している。

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）
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（３）国民年金に関する事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅰ　基本情報　１．

特定個人情報ファイ

ルを取り扱う事務

②事務の内容（別添

１）

5

　日本年金機構との

情報のやり取りは、

オンライン結合によ

るものか。

オンライン結合はしていない。やりと

りは書類又は電子媒体で行っている。

Ⅱ　特定個人情報

ファイルの概要

５．特定個人情報の

提供・移転（委託に

伴うものを除く。）

提供先１

⑥提供方法

12

Ⅱ　特定個人情報

ファイルの概要

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

委託事項３

10

　区政事務センター

の事務で委託は行っ

ていないか。行って

いるのであれば、評

価書への記載の必要

はないのか。

　国民年金システムへのデータ入力及

び被保険者の資格に係る業務について

委託をしている。

記載なし

【委託事項3】

　データ入力及び被保険者の資格に係る業務（事務センター）

【①委託内容】

　国民年金システムへのデータ入力及び被保険者の資格に係る業務

【②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲】

　特定個人情報ファイルの全体

（対象となる本人の数）10万人以上100万人未満

（対象となる本人の範囲）特定個人情報ファイルの範囲と同様

（その妥当性）

　法令等により職員に限定される事務以外の事務のうち、システム入

力及び被保険者の資格に係る業務など定型的な業務について、事務及

び人的コストの合理化を進めるため、新たに事務センターを設置し、

委託により運営する。

【③委託先における取扱者数】10人以上50人未満

【④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法】専用線・紙

【⑤委託先名の確認方法】

　千葉市情報公開条例に基づく開示請求を行うことで確認できる。ま

た、委託先が決定した際には、入札結果として千葉市ウェブサイトに

公表する。

【⑥委託先名】株式会社パソナ

【⑦再委託の有無】再委託しない

評価書の修正なし

評価書の修正なし

7



評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

情報保護管理体制の

確認

19
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体

制図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとす

るほか、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるとき

の契約業者に対する報告の求め又は実地の検査など、個人情報保護条

例等に基づき事務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が

講じなければならない事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令

の罰則規定を明記した契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報ファイ

ルの閲覧・更新者の

制限

具体的な方法

19
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・委託先から委託元へ管理者及び情報の閲覧・更新を行う作業者を報

告させるとともに、閲覧及び更新は、委託元から許可を得るととも

に、委託元職員の立会により行う旨、委託契約書に明記している。

・情報システムの管理上、特定個人情報ファイルを直接閲覧・更新で

きないよう本番運用、開発用などシステムを分離して構築しアクセス

を制限するとともに、操作者IDをシステム単位で付与するなどの措置

を講じている。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報ファイ

ルの取扱いの記録

具体的な方法

19
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・情報システム責任者がログ記録を取得し定期的に確認を行う。特に

一定時間ログインを継続していた者について、定期的に所属課あてに

通知（または自ら確認）し、利用目的等を報告させるなど、不正な利

用の牽制を行う。

・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認する

とともに、その記録を残す。

・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとと

もに、その記録を残す。

・上記システムアクセスログ及びアプリケーションアクセスログの保

管期間は、千葉市公文書管理規則に準じ５年間保存する。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報の提供

のルール

委託先から他者への

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法

20
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

情報提供の禁止を契約書に明記するとともに、ルールの遵守状況につ

いて、委託元が必要があると認めるときは委託先に対し報告を求め、

又は実地に検査することができる旨も契約書に明記している。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

8



評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

特定個人情報の提供

のルール

委託元と委託先間の

提供に関するルール

の内容及びの内容及

びルール遵守の確認

方法

20
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

委託先の情報管理体制を確認するとともに、個人情報の取り扱い等に

万全を期すること等について、委託先から誓約書を徴収している。ま

た、ルール遵守状況については、委託元が必要があると認めるとき

は、委託先に対し報告を求め、又は実地に検査することができる旨を

契約書に明記している。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

特定個人情報の消去

ルール

ルールの内容及びの

内容及びルール遵守

の確認方法
20

記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返

還するとともに、複写又は複製物については廃棄する旨を委託契約書

に明記している。また、委託先へ提供する資料については、委託元に

おいて管理簿に記録する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還されれた資

料とが一致していること、又は電子記録媒体の物理的破壊若しくは専

用ソフトによるデータの消去が行われていることを確認のうえ当該管

理簿を更新する。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

委託契約書中の特定

個人情報ファイルの

取扱いに関する規定

規定の内容

20
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託】

・千葉市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等遵守

に関する事項

・秘密の保持に関する事項

・情報の適正管理に関する事項

・個人情報収集の制限に関する事項

・目的外の利用又は提供の禁止に関する事項

・個人情報が記録された資料等の複写等の禁止に関する事項

・再委託の禁止に関する事項（ただし、発注者の書面による承諾を得

た場合を除く。）

・作業場所の指定等に関する事項

・資料等の運搬にあたっての安全確保に関する事項

・契約終了後の資料等の返還等に関する事項

・事故発生時における報告等に関する事項

・個人情報の取り扱い等についての検査等の実施に関する事項

・契約の解除及び損害賠償に関する事項

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）
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評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

再委託先による特定

個人情報ファイルの

適切な取扱いの確保

21
記載なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

・契約書において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負

わせてはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議した

うえ、再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が

確保できるとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを

定めている。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先

を通じて、千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認し

ている。また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先に報

告を求め又は実地に検査することができる。

　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

４．特定個人情報

ファイルの取扱いの

委託

情報保護管理体制の

確認

19

　契約時に取り交わ

す個人情報取扱特記

事項の規定例とし

て、契約業者に対す

る報告の求め又は実

地の検査に関する記

載が加わったが、実

際にそのような対応

はしているのか。

　本件事務において実施した例はな

い。

　なお、評価書への追記については、

個人情報取扱特記事項として契約期間

中に必要に応じて報告徴収又は実地検

査ができる規定があるため、評価書に

おいてもその旨明記すべきとの考えに

よるものである。

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

24

　サーバ等の電磁的

記録の消去・廃棄に

ついてどのように

行っているのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。

<その他の対策>

・サーバー・端末機器・記録媒体などの廃棄、保管移転又はリース返

却時、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとして

いる。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリ

ティ管理者の承認を得たうえで、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンターなどの

周辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次の通り対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、消磁・破砕・溶解・その

他の当該記憶装置又は記録媒体に記録されていたファイルおよびド

キュメントの復元が不可能となるように措置する。

・業者委託する場合は、記憶装置又は記録媒体の物理的破壊を行い、

廃棄証明書を提出させる。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

<その他の対策>

・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却

時、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとしてい

る。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリ

ティ管理者の承認を得たうえで、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンター等の周

辺装置の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委託業者が原則職員立会

いの下、消磁、破砕、溶解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録

されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となるように措

置する。立会いが困難な場合は職員が措置を行う。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）
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評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅲ　特定個人情報

ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリス

ク対策

７．特定個人情報の

保管・消去

⑤物理的対策

24

　特定個人情報の保

管について、遠隔地

保管データの保存期

間が短くなったのは

どういった理由によ

るものか。

　バックアップデータの保存につい

て、現行の住民情報系ホスティング

サービスでは、災害等の状況に応じて

適切に復元を行うことを目的として、

分散保存を行っている。

　従前は四半期分のバックアップデー

タを保持するため遠隔地で3週間、

データセンターで１０週保存としてい

たが、データ保全の観点からは合理的

ではなかった。

　復元の際に必要となるのは最新の

バックアップデータであることから、

災害時の被災等に備えデータが適切に

分散保存されていることを要件として

現在は運用している。

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

11



※ページ番号は、それぞれ修正後の特定個人情報保護評価書におけるものである。

２　第11回特定個人情報保護評価部会（Ｒ２．１０．２６）における意見と対応状況

　報告書

（１）国民健康保険に関する事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

３．特定個人情報の使用　リス

ク２：権限のない者（元職員、

アクセス権限のない職員等）に

よって不正に使用されるリスク

特定個人情報の使用の記録　具

体的な方法

47

　国保総合PCにおける

措置として、情報システ

ム管理者は定期的に不正

な運用が行われていない

かを監査する旨の記載が

あるが、監査する時期は

決まっているのか。

　現時点で時期は決まっていないが、

今後、監査を行う予定である。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の消去ルール

ルールの内容及びルール遵守の

確認方法

49

　消去ルールとして、原

則、職員が立会う必要は

ないのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去

しなければならない。

・委託元の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を報告する旨を規

定し、必要に応じて職員がその内容を確認する。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去

しなければならない。

・情報の消去にあたっては、システム機器の物理破壊又は専用ソフトに

より復元できないようにすることとし、職員立会いの下、あるいは職員

自らが抹消措置を実施する。

　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

別紙２

評価書の修正なし

該当箇所 意見 意見に対する回答

３　部会の意見　ただし書

　重要な変更がある場合、事前に特定個人情報保護評価の再実施

を行う必要があるが、実際、適切な時期に行うことは可能である

のか。

　番号法上も規定されているため、適切な時期に行わなければならないものである。委託事項の追加等の重要な変更があった場合、評価書の内

容を修正し、評価の再実施を行わなければならないということを認識してもらう必要があるため、庁内に周知したいと考えている。

12



　立会いが困難な場合は

職員が措置を行う旨の記

載があるが、職員が消

磁、破砕、溶解等を行う

ということで問題ない

か。

　職員が消磁、破砕、溶解その他の当

該記憶装置又は記録媒体に記録されて

いたファイル及びドキュメントの復元

が不可能となるように措置を行うとい

うことで問題ない。

　３事務における具体的

な対策は同じ内容である

が、記載が異なっている

ため、統一すべき。

　記載を統一する。

評価書の修正なし

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１：特定個人情報の漏え

い・滅失・毀損リスク　⑤物理

的対策　具体的な対策の内容

54

評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

13



（２）後期高齢者医療事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

委託事項３

⑦再委託の有無

16

　委託契約書では市が必

要と認めれば再委託でき

る旨の規定があるとのこ

とだが、評価書の記載は

「再委託しない」で良い

のか。

　国が示す記載要領によると、「再委

託をしているかどうか」を選択するこ

ととなっており、現時点では再委託し

ておらず、また、再委託する予定もな

いため記載に問題はない。

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

　区政事務センター業務

委託については、「Ⅱ特

定個人情報ファイルの概

要　４．特定個人情報

ファイルの取扱いの委託

委託事項３　⑦再委託の

有無」で「再委託しな

い」としているので、記

載を変更すべき。

　「再委託」の記載は削除する。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報ファイルの閲覧

者・更新者の制限

具体的な制限方法

25

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報ファイル取扱いの

記録

具体的な方法

25

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

評価書の修正なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

情報保護管理体制の確認

25

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体制

図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとするほ

か、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるときの契約

業者に対する報告の求め、又は実地検査など、個人情報保護条例等に基

づき事務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が講じなけれ

ばならない事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を

明記した契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体制

図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとするほ

か、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるときの契約

業者に対する報告の求め、又は実地検査など、個人情報保護条例等に基

づき事務の委託を行う場合に、その業務を行う者が講じなければならな

い事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明記した

契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

14



Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の提供ルール

委託先から他者への提供に係る

ルールの内容及びルール遵守の

確認方法

25

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の提供ルール

委託元と委託先間の提供に関す

るルールの内容及びルール遵守

の確認方法

25

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

　【千葉市福祉システム

開発保守サービス契約・

ホスティングサービス

（データセンター）業務

委託契約】に係る消去

ルールについては、原

則、職員が立会う必要は

ないのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。
　【区政事務センター業

務委託】に係る消去ルー

ルについて、複写又は複

製物を消去させる方法が

記載されていないが、ど

のように行うのか。

　区政事務センターは、職員の監視が

行き届く場所に設置されており、複写

又は複製物については、職員が直接収

集し、廃棄している。

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去し

なければならない。

・委託元の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を報告する旨を規

定し、必要に応じて、職員がその内容を確認する。

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返還

するとともに、複写又は複製物については廃棄する旨を委託契約書に明

記している。また、委託先へ提供する資料については、委託元において

管理簿に記録する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還されれた資料

とが一致していること、又は電子記録媒体の物理的破壊若しくは専用ソ

フトによるデータの消去が行われていることを確認のうえ当該管理簿を

更新する。

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去

しなければならない。

・情報の消去にあたっては、システム機器の物理破壊又は専用ソフトに

より復元できないようにすることとし、職員立会いの下、あるいは職員

自らが抹消措置を実施する。

【区政事務センター業務委託】

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返還

するとともに、複写又は複製物については、職員が直接廃棄作業を行

う。また、委託先へ提供する資料については、委託元において管理簿に

記録する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還されれた資料

とが一致していることを確認のうえ当該管理簿を更新する。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の消去ルール

ルールの内容及びルール遵守の

確認方法

26
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Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

委託契約書中の特定個人情報

ファイルの取扱いに関する規定

規定の内容

26

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

契約事務の担当課を記載したものであ

るが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

　区政事務センター業務

委託については、「Ⅱ特

定個人情報ファイルの概

要　４．特定個人情報

ファイルの取扱いの委託

委託事項３　⑦再委託の

有無」で「再委託しな

い」としているので、記

載は不要ではないか。

　区政事務センター業務委託について

は記載を削除する。

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約※情報システム課事務取扱】

契約書において、原則として、委託先は他社へ委託し、又は請け負わせ

てはならなず再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議をしたう

え、再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保

できるとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めて

いる。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じ

て、千葉市が委託先を通じて「外部委託時のチェックリスト」に基づき

確認している。また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先

に報告を求めまたは実地に検査することができる。

【区政事務センター業務委託※区政推進課事務取扱】

・契約書において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負わ

せてはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議したう

え、再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保

できるとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めて

いる。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じ

て、千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認している。

また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先に報告を求め又

は実施に検査することができる。

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市福祉システム開発保守サービス契約・ホスティングサービス

(データセンター)業務委託契約】

契約書において、原則として、委託先は他社へ委託し、又は請け負わせ

てはならなず再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議をしたう

え、再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保

できるとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めて

いる。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じ

て、千葉市が委託先を通じて「外部委託時のチェックリスト」に基づき

確認している。また、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先

に報告を求めまたは実地に検査することができる。

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

再委託先による特定個人情報

ファイルの適切な取扱いの確保

具体的な方法

26

16



Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１：特定個人情報の漏え

い・滅失・毀損リスク

⑤物理的対策　具体的な対策の

内容

29

　３事務における具体的

な対策は同じ内容である

が、記載が異なっている

ため、統一すべき。

　記載を統一する。 ・特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐため、以下の物理的対策を

行っている。

＜サーバ室について＞

・建物入口からサーバ室までの間において、常駐警備による入退室管理を

２４時間３６５日実施し、加えて高精度カメラによる監視を行う。

・サーバ室は、他の部屋とは区別して専用の部屋とする。

・データ、プログラムなどを含んだ記録媒体及び帳票などの可搬媒体は、

施錠可能な場所に保管する。

・出入口には機械により入退室を管理する設備を設置する。

・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。

・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物内にサーバ室を設置する。

・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、無停電電源装置及び非常

用自家発電機を有する建物内にサーバ室を設置する。

・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消火設備を有した建物内に

サーバ室を設置する。

＜区役所等執務室について＞

・入退室については、当該所属内利用管理者である課長・所長の許可を受

けた者に特定される。

・クライアント端末については、セキュリティワイヤを取り付けている。

＜その他の対策＞

・サーバ、端末機器、記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却時、行

政情報を消去する際は、復元不可能な状態にすることとしている。

・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリティ

管理者の承認を得たうえ、実施内容を記録に残している。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンタ等の周辺装置

の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委託業者が原則職員立会いの

下、消磁、破砕、溶解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録されてい

たファイル及びドキュメントの復元が不可能となるように措置する。立会

いが困難な場合は職員が措置を行う。

＜電磁的記録媒体の保管について＞

施錠可能な保管場所に格納する。

【遠隔地保管】

・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気ディスク）へデータベースの

退避データを作成している。

また、週毎に磁気ディスク上のデータをＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて

保管している。

・日次の退避データは、データセンターにて1週間保存している。週次の

データは延べ3週間保存する。磁気ディスク上のデータをデータセンター

のLTO媒体に複写し最初の１週間保存する。2週目の１週間はLTO媒体を

データセンター外の施設に移送しての外部保管とし、3週目の１週間は

LTO媒体をデータセンター保管庫で保管している。

　　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

・特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐため、標準システムについ

て、広域連合において所要の措置を講ずるほか、業務共通システム、千葉

市福祉システムにおいて、千葉市が以下の物理的対策を行っている。（⑥

において同じ）

＜業務共通システム・福祉システムにおける措置＞

・建物入口からサーバー室までの間において、常駐警備による入退室管理

を２４時間３６５日実施し、サーバ室には監視カメラによる監視を行う。

・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の部屋とする。

・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体は、施錠

可能な場所に保管する。

・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。

・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物内にサーバー室を設置す

る。

・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、無停電電源装置及び非常

用自家発電機を有する建物内にサーバー室を設置する。

・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消火設備を有した建物内に

サーバー室を設置する。

＜業務共通システムにおける措置＞

・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。

＜福祉システムにおける措置＞

・入退室については、情報セキュリティ責任者の許可を受けた者に特定さ

れる。

・クライアント端末については、セキュリティワイヤを用いて管理してい

る。

・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保管移転又はリース返却時、

行政情報を消去する際は、情報セキュリティ責任者の承認を得たうえ、復

元不可能な状態にすることとしている。

・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有するプリンタ等の周辺装置

の廃棄、保管移転又はリース返却時は次のとおり対応する。

・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委託業者が原則職員立会いの

下、消磁、破砕、溶解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録されてい

たファイル及びドキュメントの復元が不可能となるように措置する。立会

いが困難な場合は職員が措置を行う。

・電磁的記録媒体の保管について、施錠可能な保管場所に格納する。

・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気ディスク）へデータベースの

退避データを作成している。

また、週毎に磁気ディスク上のデータをＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて

保管している。

・日々の退避データはデータセンターにて１週間保存している。週次の

データは延べ3週間保存する。磁気ディスク上のデータをデータセンター

のＬＴＯ媒体に複写し最初の1週間保存する。2週目の1週間はＬＴＯ媒体

をデータセンター外の施設に移送して外部保管とし、3週目の1週間はＬＴ

Ｏ媒体をデータセンター保管庫で保管している。

　　　（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）
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（３）国民年金に関する事務

評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅱ特定個人情報ファイルの概要

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

委託事項３

⑦再委託の有無

11

　委託契約書では市が必

要と認めれば再委託でき

る旨の規定があるとのこ

とだが、評価書の記載は

「再委託しない」で良い

のか。

　国が示す記載要領によると、「再委

託をしているかどうか」を選択するこ

ととなっており、現時点では再委託し

ておらず、また、再委託する予定もな

いため記載に問題はない。

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

　区政事務センター業務

委託については、「Ⅱ特

定個人情報ファイルの概

要　４．特定個人情報

ファイルの取扱いの委託

委託事項３　⑦再委託の

有無」で「再委託しな

い」としているので、記

載は不要ではないか。

　「再委託」の記載は削除する。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報ファイルの閲覧

者・更新者の制限

具体的な制限方法
19

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報ファイル取扱いの

記録

具体的な方法

19

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

評価書の修正なし

（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体制

図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとするほ

か、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるときの契約

業者に対する報告の求め、又は実地検査など、個人情報保護条例等に基

づき事務の委託を行う場合に、その業務を行う者が講じなければならな

い事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明記した

契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

情報保護管理体制の確認

19

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

・契約時においては、契約業者に個人情報管理責任者を設置させ、体制

図を提出させるとともに、個人情報の適正な管理をさせることとするほ

か、目的外の利用禁止、複写の禁止、発注者が必要と認めるときの契約

業者に対する報告の求め、又は実地検査など、個人情報保護条例等に基

づき事務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者が講じなけれ

ばならない事項を定めた個人情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を

明記した契約書により、契約締結する。

・入札参加要項にプライバシーマークの取得を参加要件としている。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

18



評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の提供ルール

委託先から他者への提供に関す

るルールの内容及びルール遵守

の確認方法

20

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の提供ルール

委託元と委託先間の提供に関す

るルールの内容及びルール遵守

の確認方法

20

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

19



評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

　【千葉市住民記録シス

テム開発・保守サービス

利用契約】に係る消去

ルールについては、原

則、職員が立会う必要は

ないのか。

　サーバ等の電磁的記録の消去・廃棄

については、令和２年3月31日付け統

括情報セキュリティ管理者通知に従

い、適切に処理を行うこととしてい

る。

　令和２年３月３１日以降の契約につ

いては、①情報システム機器を物理的

に破壊して（磁気的な破壊を含む）再

利用できないようにする、②専用のソ

フトウエアを使って情報を復元できな

いようにする、といった方法で抹消措

置を行い、その履行確認方法について

は、職員立会いの下で抹消措置を実施

する、又は立合いが困難な場合は職員

が上記の抹消措置を実施するとしてい

る。
　【区政事務センター業

務委託】に係る消去ルー

ルについて、複写又は複

製物を消去させる方法が

記載されていないが、ど

のように行うのか。

　区政事務センターは、職員の監視が

行き届く場所に設置されており、複写

又は複製物については、職員が直接収

集し、廃棄している。

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

特定個人情報の消去ルール

ルールの内容及びルール遵守の

確認方法

20

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去

しなければならない。

・情報の消去にあたっては、システム機器の物理破壊又は専用ソフトに

より復元できないようにすることとし、職員立会いの下、あるいは職員

自らが抹消措置を実施する。

【区政事務センター業務委託】

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返還

するとともに、複写又は複製物については職員が直接廃棄作業を行う。

また、委託先へ提供する資料については、委託元において管理簿に記録

する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還された資料と

が一致していることを確認のうえ当該管理簿を更新する。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返還、破棄、もしくは消去

しなければならない。

・委託元の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を報告する旨を規

定し、必要に応じて、職員がその内容を確認する。

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

・業務委託にあたり、委託元が提供した資料を契約終了後に直ちに返還

するとともに、複写又は複製物については廃棄する旨を委託契約書に明

記している。また、委託先へ提供する資料については、委託元において

管理簿に記録する。

・資料の返還又は廃棄を行う際には、提供した資料と返還された資料と

が一致していること、又は電子記録媒体の物理的破壊若しくは専用ソフ

トによるデータの消去が行われていることを確認のうえ当該管理簿を更

新する。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

20



評価書の部分 ページ 意見 意見に対する回答 修正前の記載 修正した記載

Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱

いプロセスにおけるリスク対策

4.特定個人情報ファイルの委託

委託契約書中の特定個人情報

ファイルの取扱いに関する規定

規定の内容
20

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

【区政事務センター業務委託】

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

21

　「※情報システム課事

務取扱」、「※区政推進

課事務取扱」とはどのよ

うな意味か。

　「※」と記載があると

どこかに注釈がある、又

は事務取扱という文書が

あると誤解されてしまう

のではないか。

　契約事務の担当課を記載したもので

あるが、「※情報システム課事務取

扱」、「※区政推進課事務取扱」は削

除する。

21

　区政事務センター業務

委託については、「Ⅱ特

定個人情報ファイルの概

要　４．特定個人情報

ファイルの取扱いの委託

委託事項３　⑦再委託の

有無」で「再委託しな

い」としているので、記

載は不要ではないか。

　区政事務センター業務委託について

は記載を削除する。

Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１：特定個人情報の漏え

い・滅失・毀損リスク

⑤物理的対策　具体的な対策の

内容

24

　３事務における具体的

な対策は同じ内容である

が、記載が異なっている

ため、統一すべき。

　記載を統一する。

　　評価書の修正なし

（国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

Ⅲ特定個人情報ファイルへの取

扱いプロセスにおけるリスク対

策

４．特定個人情報ファイルの取

扱いの委託

再委託先による特定個人情報

ファイルの適切な取扱いの確保

具体的な方法

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約】※情報システ

ム課事務取扱

契約書において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負わせ

てはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議した上、再

委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保できる

として千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めている。

再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じて、千葉

市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認する。また、委託先

は、必要があると認めるときは、再委託先に報告を求め又は実地に検査

することができる。

【区政事務センター業務委託】※区政推進課事務取扱

契約書において、原則として、委託先は他社へ委託し、又は請け負わせ

てはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議したうえ、

再委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保でき

るとして千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めてい

る。再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じて、

千葉市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認している。ま

た、委託先は、必要があると認めるときは、再委託先に報告を求め又は

実地に検査することができる。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

【千葉市住民記録システム開発・保守サービス利用契約、ホスティング

サービス（データセンター）業務委託契約】

契約書において、原則として、委託先は他者へ委託し、又は請け負わせ

てはならず、再委託を行う場合には、千葉市と委託先が協議した上、再

委託先において委託先と同程度以上のセキュリティの体制が確保できる

として千葉市が承認をした場合のみ例外的に認めることを定めている。

再委託先におけるセキュリティ体制については、委託先を通じて、千葉

市が「外部委託時のチェックリスト」に基づき確認する。また、委託先

は、必要があると認めるときは、再委託先に報告を求め又は実地に検査

することができる。

　　　　　　　（後期高齢者医療・国民年金の共通事項）

21


